
シ

ニ
シ
マ
ル
ヤ
マ

西
岡
山

臥
奈
川
柑
七
浦
庄
岡
山

の
郎
拡
を
、
明
治
に
烹
っ
て
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

ニ
シ

Z
カ
イ

西
三
階

路

島

郡
三
酢
良
川
保
に

は
三
附
と
桝
す
る
部
前
が
二
つ
あ
っ
た
の
で
、
明
治

に
荒
り
そ
の
一
つ
を
西
三
併
と
し
た
。

ニ
シ
ミ
カ
ゲ
チ
ョ
ウ

百
御
影
町
金
持
の
町
名
。

此
の
地
は
も
と
釘
久
寺
河
原
と
解
し
、
陀
川
の
河
阪

で
あ
っ
た
の
が
、陸
郎
三
年
卯
医
山
を
開
拓
し
た
頃
、

こ
h
に
新
川
除
を
築
き
出
し
て
町
地
と
し
た
所
で
あ

る
。
図
っ
て
明
治
三
年
七
且
卯
辰
山
を
束
御
膨
町
と

名
づ
け
、
此
の
河
原
の
築
地
を
商
御
桜
町
と
蹴
し
、

東
凶
土
地
相
陥
る
に
拘
ら
ず
、
共
に
卯
民
山
な
る
卯

反
耐
祉
の
氏
子
と
し
た
が
、
六
年
民
に
殴
御
影
町
は

阿
川
神
社
の
氏
子
地
に
鹿
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
の
後

一
時
繁
昌
し
た
が
、
十
三
年
五
且
什
八
日
出
火
し
て

家
屋
多
〈
焼
失
し
、
前
後
町
勢
甚
だ
袋
へ
た
。

ニ
シ
ム
ラ
ア
ツ
ユ
キ
西
村
徳
行
辺
都
太
神
。

智
之
と
蹴
し
、
腕
尉
を
得
一
館
と
い
う
た
o
V
A
は
越

中
城
端
の
四
人
妥
屋
長
兵
衛
。
筒
行
は
明
和
四
年
に

生
ま
れ
、
天
明
=
一
年
京
に
上
っ
て
筒
術
を
犠
ぶ
の
傍
、

ニ
シ
フ
生
h
y
チ

西
=
ロ

能
楽
都
板
津
郷
の
二

日
常
、
明
治
に
烹
っ

て
回
二

口
と
改
め
た
。

エ
シ

7
aマ
hm

西
ニ
又

以
南
部
七
捕
症
に
臨

す
る
部
訴
。

ニ
シ
ホ
ン
ガ
ン
ジ
ベ
ツ
イ
ン

西
本
願
寺
別
院

』
ホ

Y
ガ
Y
ジ
ペ
ツ
イ
Y

本
照
寺
別
院
こ
)
。

ニ
シ
マ
安

西

俣

能

祭
州
剛
腕
梅
郷
に
凪
す
る
部

首
問
。
垣
内
に
上
杉
が
あ
り
、
上
杉
却
正
の
滋
が
あ
る

と
い
」
。

ニ
シ
マ
h
F
ガ
ハ

西
俣
川

J
ゴ
ウ
タ
ガ
ハ

郷
谷
川
。

西

原

能

楽
部
制
託
部
郷
に
図
す
る
部

ニ
-Y
ハ-フ

古川。

西
村
越
閉
山
に
天
文
川
町
鍛
を
百
ひ
、
夙
に
町
内
や
J

山町し

一
一
災
前
左
衛
門
の
也
知
四
百
石
を
受
け
た
が
、
界
を
泌

た
。
同
七
年
遠
田
昌
裂
し
て
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
同

一
て
天
保
九
年
間
四
月
十
三
日
公
邸
拐
に
札
明
せ
ら

波
篤
行
を
推
し
て
商
村
氏
を
臼
き
し
め
た
。
翌
年
間
尚

一
れ
、
人
持
組
訟
聞
乙
三
郎
に
御
預
と
な
り
、
同
年
一
治

行
は
大
坂
に
赴
き
て
瞬
間
剛
ホ
の
門
に
入
。
、
見
政

一
ヶ
山
流
刑
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

十
一
年
加
質
問
耐
に
召
さ
れ
て
明
倫
設
に
天
文
の
抑
制

一

=
シ
ム
ラ
ナ
ガ
ザ
ト

西
村
長
郷
六
右
衛
門
叉

-と
な
っ
た
。
然
る
に
館
行
の
究
め
弔
問
は
形
匁
の
県

一
は
右
忠
助
と
都
し
、
前
川
利
長
に
仕
へ
て
千
五
百
石

で
講
義
に
趨
し
な
か
っ
た
か
ら
、

一
年
除
で
職
者
川
崎

一
を
受
け
た
。
右
対
助
大
禦
寺
城
の
攻
取
に
従
ひ
、
正

め
、
城
端
に
郎
っ
て
留
守
梁
と
し
、
切
ら
符
天
隠
・

一
門
外
出
問
屋
上
に
怨
殺
し
、
政
銃
密
閉
し
て
功
を
ホ
て
、

白
符
Mm
を
編
ん
だ
。
文
政
問
年
七
月
前

m狩
崎
弥
び

一
大
坂
の
役
に
は
溢
抵
の
将
で
あ
っ
た
。
寛
永
入
年
に

之
を
召
し
て
御
凶
器
約
と
し
、
イ
五
人
扶
持
を
奥
へ

一
御
飯
器
行
と
な
り
、
十
四
年
回
目
。
子
源
開
々
務
に
仕

た
。
鴨
川
行
之
よ
り
叉
金
保
に
在
。
、
翌
年
正
月
以
降

一
へ
た
が
、
八
代
隼
人
閥
訓
の
時
断
絶
し
た
。

法
際
一
日
前
訟
の
段
倍
の
下
に
金
期
分
間
給
制
調
製
の
京

一

ニ
シ
ム
ラ
ヒ
コ
ベ
エ

西
村
彦
兵
衛
初
め
て
前

に
従
ひ
、
八
年
秩
官
陶
磁
と
共
に
賂
忠
世
観
測
し
、
安

一
間
利
判
的
に
品
仰
せ
ら
れ
て
二
百
五
十
石
を
受
け
た
。
子

保
元
年
十
二
月
分
間
給
闘
を
完
成
し
た
。
館
行
の
天

一
孫
附
々
滞
に
刊
へ
る
。

文
田
町
数
に
関
す
る
著
書
に
は
、授
時
解
十
五
加
点
町
村
守

一

ェ
シ
ム
ラ
ヨ
ザ
Z

モ
ン

西
村
興
左
衛

門

初

め

脳
隊
十
五
加
・
加
州
政
針
路
・
天
経
或
間
性
解
・匁
朔
↑
御
細
工
占
円
で
あ
っ
た
が
、
後
御
削
工
者
小
凶
に
任
じ

時
・新
開
法
制
・金
府
日
時
m
t
略
・
戯
れ
消
長
法

-n駿
一
て
新
知
入
十
石
ψ
受
け
、
天
川
二
年
ご
十
石
を
加

へ
、

臨
陣
容
が
あ
る
。
天
保
六
年
抗
月
品
川
一
日
六
十
九
訟
を

一
抗
年
叉
三
十
行
を
加
へ
、
組
外
に
列
し
1

御
能
方
御

以
て
裂
。
昭
和
三
年
十
一
且
特
出
日
常
以
て
正
王
位
全

一
用
を
勤
め
、
W
比
政
)
九
年
-
一
且
入
日
制
問
。
子
係
滞
に
世

迫
附
せ
ら
れ
た
。

一
製
す
る
。

Z

シ
ム
一
7
9
7

西
村
熊
仰
は
点
勝
。
滞
の
老

一

子
γ
ヤ
チ

西
谷
内
初
咋
部
品
叫
打
郷
に
臨
す
る

臣
本
多
氏
に
闘
し
、
明
治
元
年
間
四
M
V
A
m
之
訟
の

一
総
務
。
正
保
・
民
文
・点
V
T
の
aM
辻
艇
に
は
西
谷
と
あ

後
そ
受
け
て
、麻
百
石
を
裂
い
だ
。
熊
、容
鋭
努
底
、智

一
る
が
、
一児品開
巾
に
初
告
の
西
谷
内
に
復
し
た
。

略
多
く
m
N
?

を
好
ん
だ
が
、
四
年
十
一

月
廿
三
日
同
志

一

=
シ
ャ
チ
ジ
ヨ
ウ

西
谷
内
減
刑
羽
咋
郡
西
谷
内

と
共
に
、
故
中
間
木
多
政
均
の
仇
官
野
川
棚
世
間
宇
品
川
ち
、抗

一
に
回
し
、
保
対
は
山
時
脚
部
開
…
木
よ
り
本
部
白
木
に
魁

年
十
一
月
四
日
自
拍
酬
を
命
ぜ
ら
れ
た
o
H
T
年品
川問
。

一
え
る
山
怖
の
傍
に
在
る
o
初
め
品
山
家
綴
こ
れ
に
鴎

ニ
シ
ム
ラ
hmダ
ハ
ル

西
村
忠
晴

活
様
六
右
術

一
回り
、
天
正
の
頃
は
日
目
制
刑
法
の
家
士
同
分
五
郎
兵
衛
が

門
・
右
持
。
右
脳
助
長
郷
の
子
。
職
千
石
を
受
け
、

一
住
ん
だ
と
い
ふ
。

御
山
均
廻
に
斑
し
、
寛
永
十
六
年
前
川
利
治
の
際
捕
に

一

従
う
て
小
松
牧
島
に
移
っ
た
が
、
政
年
は
訴
か
で
な

一

、o

-

L

日

-
一
シ
ム
ラ
チ
カ
ノ
リ
西
村
周
釧

通
総
山
中
入
。

一

仰
は
は
槻
地
茜
左
衛
門
の
次
男
。
文
政
七
年
十
二
且
強
一

、" 系。 都
=ニ の ニ
シシ PプHfシヤ
ヤヤ
τ7 ? に マ

Aaraz r 

西山 西山 山る 西山
。

2f島松吋出日l-lfZ1久市出出E 
2さ4能1楽11l 

Yプ一1ぐ. 昨臣l

のの 米の
内内 。ちう
のの
d、d、

地質叫描itii 風郎蹴芋。字。

，昌司，、
ニ
ジ
ユ
ウ
ニ
ン
マ
チ
ニ
十
人
町

金
保
の
町
名
。

元
隊
六
年
の
士
桜
に
、
小
宜
野
ニ
イ
入
剛
或
は
小

'y

野
足
軒
町
二
十
人
町
h
u
ど
L
紋
せ
、
延
貸
金
抑
制
に

は
、明
組
足
特
等
の
組
地
な
る
こ
と
を
短
殺
す
る
が
、

後
に
は
持
筒
定
制
刊
の
組
地
と
し
た
と
い
ふ
o
m
m
し
滞

初
以
来
、
足
酬
刊
は
二
十
人
或
は
況
十
人
を
一
組
と
し

た
か
ら
、
H
(
の
組
地
を
二
十
人
町
或
は
五
十
人
川
と

呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
天

E
十
二
年
間
前
士
千
嗣
長
在
術

門
を
足
柄
拘
に
命
ぜ
ら
れ
、
餓
悶
足
柄
二
十
λ
を
預

け
ら
れ
た
の
が
共
の
初
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。

-
一
ジ
ユ
ウ
ロ
ク
ヤ
マ
チ
二
十
六
夜
待

掛川
政
の

頃
、
七
月
二
十
六
日
に
二
十
六
夜
待
が
行
は
れ
た
。

三
光
月
待
と
も
い
は
れ
る
。
同
夜
引
刻
前
に
上
践
の

且
が
愚
初
に
一
則
拙
を
、
次
い
で
中
央
を
到
す
如
く
見

え
る
の
を
槻
円
以
す
る
も
の
で
、
寺
町
・
卯
炭
山
智古
川

m
M
で
之
を
待
つ
見
に
、
欧
側
議
曲
の
舎
を
聞
き
、
町

田
寺
町
諏
訪
八
臓
で
は
月
界
島
市
の
跡
事
が
あ
っ
た
。

出
附
致
時
代
に
は
師
家
の
地
で
、
村
両
は
近
在
か
ら
支

配
し
た
。

-
-
シ
ヤ
マ

西
山

臥
京
都
下
町
野
却
に
邸
す
る

部
務
。ニ

シ
ヤ
マ
ド
ノ

西
山
殿

i
チ
Y

ユ
ウ

珍
品
。

ニ
ジ
エ
ウ
ニ
ン
イ
シ
キ
リ
二
十
人
石
伐

加
賀

滞
の
石
工
で
、
定
員
二
十
名
で
あ
っ
た
が
放
に
白
づ

け
る
。
冗
文
三
年
の
初
期
制
定
訟
に
、『二
十
人
石
伐
、

石
方
之
御
用
有
之
時
分
相
浪
、
以
外
は
限
川

・
抽出川町

川
K

除
御
用
相
川
叫
巾
候
o
外
に
は
召
仕
不
申
候
m
o』

と
あ
り
、
十
年
戸
室
山
の
石
切
の
舘
山
容
行
に
そ
の

人
数
を
澗
揚
か
ら
田
間
接
し
た
軒
町
付
も
あ
る
。
貸
出
川
六

年
の
文
釘
に
『
十
五
人
、
二
十
人
有
切
、
右
石
切
共

-
E

。々
』
と
あ
る
か
ら
、
常
時
定
日
H
に
満
ち
て
ゐ
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
二
十
人
石
切
と
い
う
た
の
で
あ

る。

五


